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消
費
税
の
中
小
事
業
者
に
対
す
る
特
別
処

置
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
さ
れ
た
の
は

次
の
四
点
で
す
。

�
事
業
者
の
免
税
制
度

現
行
で
は
、
基
準
期
間
（
個
人
の
事
業
者

は
前
々
年
・
法
人
は
前
々
事
業
年
度
）
の
課

税
売
上
高
が
三
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
事
業
者

は
消
費
税
の
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
来
年
四
月
か
ら
は
基
準
期
間
の
課
税

売
上
高
が
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
事
業
者
に

限
り
消
費
税
の
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

�
簡
易
課
税
制
度

現
行
で
は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が

二
億
円
以
下
の
事
業
者
は
、
届
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
た
ま
し
が
、
改
正
後
は
基
準

期
間
の
課
税
売
上
高
が
五
〇
〇
〇
万
円
以
下

の
事
業
者
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

�
中
間
申
告
納
税
制
度

改
正
後
は
直
前
の
課
税
期
間
の
年
税
額
が

四
八
〇
〇
万
円
（
地
方
消
費
税
込
六
〇
〇
〇

万
円
）
を
超
え
る
事
業
者
は
、
中
間
申
告
納

付
（
原
則
と
し
て
、
前
年
確
定
税
額
の
一
二

分
の
一
）
を
毎
月
（
現
行
三
月
ご
と
）
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

�
総
額
表
示

事
業
者
が
相
手
方
で
あ
る
消
費
者
に
対
し

て
商
品
の
販
売
、
役
務
の
提
供
等
の
取
引
を

行
う
に
際
し
、
そ
の
取
引
価
格
を
表
示
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
商
品
や
役
務
に
係
る
消
費

税
等
の
額
を
含
め
た
総
額
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

右
に
い
う
事
業
者
に
は
宗
教
法
人
は
全
て

含
ま
れ
ま
す
が
、
布
施
収
入
は
消
費
税
の
対

象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
対
象
と
な
る
の
は
公

益
事
業
と
公
益
事
業
以
外
の
事
業
で
す
。
後

者
即
ち
、
収
益
事
業
と
収
益
事
業
以
外
の
事

業
は
ほ
と
ん
ど
消
費
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
中
で
も
土
地
の
売
買
と
か

賃
貸
に
は
消
費
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
土
地

を
「
消
費
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

す
。
保
育
料
や
老
人
ホ
ー
ム
・
乳
児
院
・
母

子
寮
の
代
金
、
博
物
館
の
入
館
料
、
幼
稚
園

（
学
校
法
人
も
同
じ
）
の
受
験
料
・
授
業
料

・
寄
付
金
に
も
消
費
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
幼
稚
園
（
学
校
法
人
も
同
じ
）
の
入

学
金
・
施
設
費
・
暖
房
費
・
教
科
書
代
に
は

か
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る

収
入
（
課
税
売
上
高
）
年
間
三
〇
〇
〇
万
円

以
下
の
事
業
者
は
、
消
費
税
が
免
除
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
改
正
後
は
、
免
除
さ
れ

る
も
の
は
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
事
業
者
と

な
り
ま
し
た
。
消
費
税
の
か
か
る
収
入
が
三

〇
〇
〇
万
円
以
上
も
あ
る
宗
教
法
人
は
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
来
年
四
月
か
ら
は
一
〇

〇
〇
万
円
以
下
と
な
り
ま
す
。
一
〇
〇
〇
万

円
を
超
え
る
課
税
売
上
高
の
あ
る
宗
教
法
人

も
、
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

包
括
法
人
や
大
本
山
ク
ラ
ス
で
は
あ
り
う
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
課
税
期
で
あ
る
事
業
年
度
の
課
税
売

上
高
が
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、

「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
所
轄
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

同
時
に
税
額
控
除
さ
れ
る
課
税
仕
入
れ
は
帳

簿
へ
記
載
し
請
求
書
等
と
と
も
に
保
存
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
課
税
売
上
高
が
五
〇
〇
〇
万
円
以

下
（
改
正
前
は
二
億
円
）
で
あ
れ
ば
簡
易
課

税
制
度
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

本
則
課
税
に
す
る
か
簡
易
課
税
制
度
を
選
択

す
る
か
、
い
ず
れ
が
有
利
か
を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
簡
易
課
税
制
度
と
い
っ

て
も
そ
の
制
度
の
中
身
は
極
め
て
難
解
で
す

か
ら
、
い
ず
れ
が
よ
い
か
は
税
理
士
に
相
談

す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

総
額
表
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、

価
格
を
表
示
す
る
場
合
に
は
消
費
税
等
の
額

を
含
め
た
総
額
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。例

え
ば
経
本
を
頒
布
す
る
場
合
に
表
示
す

る
方
法
は
、
次
の
よ
う
に
示
し
ま
す
。

・
五
一
四
五
円
（
本
体
価
格
四
九
〇
〇
円
、

消
費
税
二
四
五
円
）

・
五
一
四
五
円
（
内
消
費
税
二
四
五
円
）

・
五
一
四
五
円
（
税
込
）

・
四
九
〇
〇
円
（
税
込
五
一
四
五
円
）

次
の
よ
う
な
記
載
方
法
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
四
九
〇
〇
円
（
税
別
）

今
回
の
改
正
で
関
係
の
あ
る
宗
教
法
人
は
、

課
税
売
上
高
（
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
収

入
）
が
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
宗
教
法
人

で
す
。
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
宗
教
法
人
は
、
一
度
税
理
士
に
相

談
さ
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

平
成
十
六
年
四
月
か
ら
の

消
費
税
特
別
措
置
の
改
正
に
つ
い
て

■
本
会
顧
問
弁
護
士

長
谷
川

正
浩

本
件
に
関
し
、
本
会
は
十
一
月
二
十
六

日
教
化
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

詳
細
は
六
頁
を
ご
覧
下
さ
い
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九
月
十
八
日
、
千
鳥
ヶ
淵
墓
苑
で
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
主
催
、
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没

者
追
悼
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。
本
会
か

ら
森
和
久
理
事
長
、
宮
川
宏
生
財
務
部
長

が
参
列
し
た
。

こ
の
法
要
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
尊
い
命

を
失
わ
れ
た
す
べ
て
の
戦
没
者
を
追
悼
し
、

非
戦
平
和
の
誓
い
を
新
た
に
祈
念
す
る
も

の
で
、
今
年
で
二
十
三
回
を
迎
え
る
。

法
要
で
は
、
大
谷
光
真
門
主
（
本
会
会

長
）
が
ご
臨
席
し
、
各
教
務
所
長
、
開
教

事
務
所
長
等
が
出
仕
し
た
。

約
二
千
五
百
人
が
参
列
さ
れ
、
厳
か
に

執
り
行
わ
れ
た
。

追
悼
法
要
に
ご
臨
席
さ
れ
た

大
谷
光
真
門
主
（
本
会
会
長
）

千
鳥
ケ
淵
で
追
悼
法
要

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

十
月
九
日
、
奈
良
・
薬
師
寺
金
堂
で
安

田
暎
胤
管
主
の
晋
山
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

本
会
よ
り
小
林
正
道
事
務
総
長
、
山
本
観

晃
同
和
推
進
部
次
長
が
参
列
し
た
。

法
要
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
各
宗
派
・
所

縁
寺
院
の
諸
大
徳
と
共
に
、
一
般
の
多
く

の
方
々
が
参
列
さ
れ
、
南
都
隣
山
を
代
表

し
、
橋
本
聖
圓
東
大
寺
別
当
が
祝
辞
を
述

べ
ら
れ
た
。

安
田
暎
胤
管
主
は
、
挨
拶
の
中
で
、
お

写
経
勧
進
を
継
承
す
る
と
共
に
、
日
本
各

地
を
巡
錫
し
「
万
人
の
幸
福
と
世
界
平

和
」
な
ど
の
「
菩
薩
行
の
実
践
」
に
も
尽

力
し
た
い
と
述
べ
ら
れ
た
。

九
月
十
五
日
午
後
二
時
三
十
分
よ
り
、

長
野
県
大
町
市
文
化
会
館
で
「
平
和
な
世

界
の
こ
ど
も
た
ち
に
」
を
テ
ー
マ
に
長
野

県
仏
教
徒
大
北
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本

会
か
ら
小
林
正
道
事
務
総
長
、
壽
山
良
光

社
会
部
長
が
出
席
し
た
。

始
め
に
、
小
松
玄
澄
長
野
県
仏
教
会
会

長
（
善
光
寺
大
勧
進
貫
主
）
導
師
の
も
と
、

記
念
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

続
い
て
の
記
念
式
典
で
は
、
本
会
の
小

林
事
務
総
長
が
祝
辞
を
述
べ
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
地
球
村
代
表
高
木
善
之
氏
が
「
平
和

な
世
界
を
子
供
達
に
」
を
テ
ー
マ
に
講
演

し
た
。
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
用
い
、
わ
か
り
や
す
く

自
然
環
境
保
護
の
必
要
性
を
訴
え
た
。

県
内
各
地
よ
り
、
多
く
の
仏
教
徒
が
参

加
し
盛
会
で
あ
っ
た
。

法
相
宗
薬
師
寺
晋
山
式（
安
田
暎
胤
法
相
宗
管
長
）

長
野
県
仏
教
徒
大
北
大
会
開
催
さ
れ
る

仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

第
一
回
公
開
講
座
開
催

十
月
四
日
、
第
一
回
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｂ
Ｎ
Ｎ
）
公
開
講
座
が
、

東
京
・
梅
窓
院
で
開
催
さ
れ
た
。
本
会

よ
り
小
林
正
道
事
務
総
長
、
入
西
智
彦

国
際
文
化
部
次
長
が
出
席
し
た
。

小
林
事
務
総
長
の
開
会
の
挨
拶
に
続

き
、
佐
藤
行
雄
元
国
連
大
使
の
基
調
講

演
が
行
わ
れ
た
。

講
演
で
は
、
佐
藤
氏
が
外
交
官
に
な

る
ま
で
の
経
緯
や
、
他
宗
教
へ
の
寛
容

を
特
色
と
す
る
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
期
待
、

仏
教
系
教
育
機
関
で
の
語
学
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ

に
つ
い
て
の
実
践
的
な
教
育
推
進
の
提

言
が
述
べ
ら
れ
た
。

講
演
終
了
後
、
佐
藤
氏
・
松
永
然
道

Ｂ
Ｎ
Ｎ
代
表
、
杉
谷
義
純
Ｂ
Ｎ
Ｎ
相
談

役
の
進
行
に
よ
り
鼎
談
が
行
わ
れ
た
。

佐
藤
氏
は
外
務
省
の
立
場
、
松
永
師
は

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
実
践
の
立
場
か
ら
、
資
金

問
題
、
外
国
政
府
・
外
務
省
と
の
関
係

等
に
関
す
る
諸
課
題
を
提
起
さ
れ
た
。

Ｂ
Ｎ
Ｎ
で
は
、
一
般
を
対
象
と
し
た

公
開
講
座
と
、
僧
侶
を
対
象
と
し
た
研

修
会
を
今
後
開
催
し
、
広
く
賛
同
者
を

募
っ
て
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

挨
拶
す
る
安
田
暎
胤
管
主
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財
団
設
立
三
十
五
周
年
、
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
印

度
山
日
本
寺
開
山
三
十
周
年
を
迎
え
る
国
際

仏
教
興
隆
協
会
（
山
田
一
眞
理
事
長
）
を
訪

問
し
、
大
工
原
彌
太
郎
国
際
局
長
に
お
話
を

伺
っ
た
。

（
文
責

社
会
部
）

◆
国
際
仏
教
興
隆
協
会
の
設
立
に
つ
い
て

仏
恩
報
謝
、
仏
教
興
隆
の
願
い
を
こ
め
、

釈
尊
成
道
の
地
「
ブ
ッ

タ
ガ
ヤ
に
日
本
の
寺

を
」
と
い
う
思
い
か
ら
、

橋
本
凝
胤
法
相
宗
元
管

長
、
山
田
無
文
臨
済
宗

妙
心
寺
派
元
管
長
と
葉

上
照
澄
延
暦
寺
元
長
臈

が
懇
談
し
、
昭
和
四
十

三
年
巌
谷
勝
雄
祐
天
寺

元
貫
首
を
理
事
長
に
財

団
設
立
の
認
可
を
得
て
、

昭
和
四
十
八
年
悲
願
の
「
日
本
寺
」
を
落
慶

し
ま
し
た
。
当
時
の
イ
ン
ド
共
和
国
大
統
領

ギ
リ
閣
下
が
ご
臨
席
し
、
全
日
本
仏
教
会
会

長
佐
藤
泰
舜
猊
下
の
導
師
に
よ
り
、
開
山
法

要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
落
慶
法
要
は
十
五
日

間
に
わ
た
り
、
各
宗
の
参
拝
団
が
法
要
を
行

い
数
百
人
が
訪
れ
ま
し
た
。

◆
現
在
の
印
度
山
日
本
寺

イ
ン
ド
で
は
、
外
国
人
の
布
教
行
為
を
禁

止
し
て
お
り
、
日
本
寺
は
あ
く
ま
で
礼
拝
の

施
設
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
住
の

日
本
人
僧
侶
が
二
人
お
り
、
毎
日

の
朝
夕
の
勤
行
や
世
界
各
地
か
ら

の
参
拝
者
の
お
世
話
な
ど
様
々
な

サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

◆
国
際
仏
教
興
隆
協
会
の
主
な
事

業
私
た
ち
は
、
現
在
ま
で
釈
迦
御

成
道
の
時
代
か
ら
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
を

お
守
り
し
て
頂
い
た
現
地
の
皆
様

に
何
を
す
れ
ば
役
立
つ
か
と
考
え

た
時
、
貧
困
格
差
の
厳
し
い
こ
の
地
に
お
い

て
、「
教
育
」
と
「
医
療
」
の
必
要
性
を
感

じ
、
無
料
保
育
施
設
「
菩
提
樹
学
園
」、
無

料
診
療
所
「
光
明
施
療
院
」
を
開
設
い
た
し

ま
し
た
。

◆
無
料
診
療
所
「
光
明
施
療
院
」
で
の
活
動

目
の
前
で
苦
し
ん
で
い
る
人
を
支
援
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、「
光
明
施
療
院
」

を
（
社
）
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
の
協
力
で

開
院
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
年
で
二
十
年
目

を
迎
え
ま
す
。

開
院
以
来
、
六
十
万
人
以
上
の
患
者
さ
ん

に
施
療
、
施
薬
を
行
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
ま
だ
一
日
二
百
五
十
人
以
上
の
患

者
を
受
け
入
れ
て
居
る
現
状
で
す
。
現
地
の

医
師
が
常
駐
し
、
処
方
箋
を
日
本
に
送
っ
て

頂
き
、
施
療
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
ま
す
。

◆
無
料
保
育
施
設
「
菩
提
樹
学
園
」

こ
の
「
菩
提
樹
学
園
」
も
、
創
立
二
十
五

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
施
設
は
、（
社
）

日
本
仏
教
保
育
協
会
の
協
力
で
建
設
さ
れ
た

も
の
で
す
。
こ
の
貧
困
格
差
の
厳
し
い
地
で

は
、
読
み
書
き
が
で
き
な
い
ま
ま
契
約
書
に

サ
イ
ン
を
さ
せ
ら
れ
、
騙
さ
れ
る
人
が
多
く

い
ま
す
の
で
、
小
学
二
年
生
の
レ
ベ
ル
の
読

み
書
き
ま
で
を
教
え
て
お
り
ま
す
。

創
立
当
時
は
、
小
さ
な
子
供
も
大
事
な
労

働
力
と
み
る
世
界
で
す
の
で
、
な
か
な
か
園

児
が
集
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
昨

今
の
イ
ン
ド
の
経
済
発
展
と
と
も
に
幼
児
教

育
の
価
値
が
見
直
さ
れ
て
き
て
お
り
、
欠
席

児
童
や
中
途
退
園
も
皆
無
と
な
り
、
現
在
は
、

約
二
百
人
の
園
児
が
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
学
園
の
卒
業
生
の
子
供
達
が
入
園
す
る

こ
と
も
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
お
手
伝

い
頂
け
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

先
に
お
話
し
た
と
お
り
、
イ
ン
ド
は
外
国

人
の
布
教
行
為
を
禁
止
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

仏
教
保
育
と
い
う
視
点
か
ら
ど
う
い
う
教
育

を
行
え
ば
よ
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

食
事
の
時
に
手
を
合
わ
せ
る
、
目
上
の
人
を

敬
う
等
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
ど
の
家
庭
で
も
行

っ
て
い
る
こ
と
で
す
し
、
仏
教
保
育
的
に
は

本
堂
の
お
参
り
、
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
と
い
う
場
所

柄
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
お
話
が
メ
イ
ン
で
す
。

加
盟
団
体
訪
問

（
財
）国
際
仏
教
興
隆
協
会

�
財
団
創
立
３５
周
年

�
印
度
山
日
本
寺
開
山
３０
周
年

イ
ン
ド
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔

２００３年１１月１日4



◆
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
で
の
他
国
の
僧
侶
と
の
交
流

国
際
交
流
と
い
う
立
場
か
ら
、「
国
際
仏

教
徒
結
集
」
を
毎
年
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
結
集
は
、
各
国
の
僧
侶
や
仏
教
研
究
者

た
ち
が
集
ま
り
論
文
を
発
表
し
議
論
す
る
場

で
す
。

以
前
は
、
テ
ー
ラ
バ
ー
ダ
（
上
座
部
）
の

僧
や
チ
ベ
ッ
ト
僧
な
ど
は
、
目
上
の
僧
侶
に

は
意
見
を
言
え
な
い
絶
対
的
な
立
場
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
表
の
場

を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
議
論
が
な

さ
れ
、
仏
教
教
学
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
結
集
は
、
紀
要
を
毎

回
作
り
世
界
各
国
の
大
学
や
研
究
機
関
に
送

付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
新
た
な
学
者
が
生

ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

◆
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

こ
の
財
団
の
運
営
資
金
は
、
皆
様
の
募
金

で
運
営
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
創
立
当
時
に
く

ら
べ
護
持
会
員
の
方
々
が
年
々
減
少
し
て
い

る
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
イ
ン
ド
の
経
済

の
発
展
と
共
に
物
価
も
上
昇
し
、
現
地
の

方
々
の
期
待
は
膨
れ
る
ば
か
り
で
す
。
そ
こ

で
、
次
の
四
つ
の
具
体
的
な
方
法
で
、
援
助

を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

菩
提
樹
学
園
で
は
、
園
児
の
増
加
に
伴
い

教
材
費
や
昼
食
費
が
か
さ
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、

�
一
人
の
園
児
を
一
年
間
サ
ポ
ー
ト
す
る

「
年
間
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
バ
ー
」（
年
間

費
一
万
円
）

�
一
日
の
給
食
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

「
一
日
給
食
ス
ポ
ン
サ
ー
」（
一
日
分
三
千

円
）

光
明
施
療
院
で
は
、
薬
代
や
日
常
の
経
費

増
大
に
伴
い
、

�
一
年
間
に
一
日
だ
け
の
診
療
の
ス
ポ
ン
サ

ー
に
な
っ
て
頂
く
「
一
日
診
療
奉
仕
の
会

員
」（
年
会
費
一
万
円
）

�
薬
代
を
ス
ポ
ン
サ
ー
す
る

「
一
人
投
薬
サ
ポ
ー
タ
ー
」（
一
口
千
円
）

を
広
く
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

二
六
〇
〇
年
も
の
間
、
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
を
守

っ
て
く
れ
た
人
々
へ
の
恩
返
し
と
し
て
、
是

非
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
設
立
三
十
五
周
年
記
念
式
典

「
ド
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
遺
跡

踏
査
報
告

講
演
会
」
を
十
一
月
十
日
、
京
都
全
日
空
ホ

テ
ル
で
行
い
ま
す
。
無
料
で
す
の
で
皆
様
是

非
ご
参
加
下
さ
い
。

ま
た
、
十
二
月
八
日
に
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
で
開

山
三
十
周
年
記
念
法
要
を
行
い
ま
す
。

日
本
か
ら
の
多
く
の
方
々
の
ご
参
拝
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
財
）国
際
仏
教
興
隆
協
会

〒
一
五
三
―
〇
〇
六
一

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
‐
二
四
‐
五
三

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
三（
三
七
一
一
）七
六
〇
八

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
七
一
一
）七
六
七
三

E
-m
ail:ibba@

nifty.com

（
財
）国
際
仏
教
興
隆
協
会

創
立
３５
周
年
記
念
講
演

「
ド
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
遺
跡
」

踏
査
報
告
講
演
会

紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
〇

有
余
年
、
ド
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
イ

ン
ド
の
西
端
に
位
置
し
、
黄
河
文
明
と

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
と
が
融
合
す
る
地

と
し
て
発
展
い
た
し
ま
し
た
。

近
年
ま
で
遺
跡
発
掘
の
み
な
ら
ず
イ

ン
ド
政
府
に
よ
り
入
域
も
禁
止
さ
れ
、

多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
度
バ
ー
ミ
ア
ン
遺
跡
調
査
の
権
威
、

龍
谷
大
学
名
誉
教
授
山
田
明
爾
先
生
に

講
演
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。

日

時

十
一
月
十
日（
月
）

午
後
三
時
か
ら

会

場

京
都
全
日
空
ホ
テ
ル

会

費

無
料

お
申
込
・
問
い
合
せ

�
国
際
仏
教
興
隆
協
会
事
務
局

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
三（
三
七
一
一
）七
六
〇
八

「
光
明
施
療
院
」
で
診
察
を
待
つ
人
々

「
菩
提
樹
学
園
」
の
園
児
た
ち

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ス
ポ
ン
サ
ー
募
集

5ZENBUTSU２００３年１１月１日



宗
教
法
人
審
議
会
は
、
文
部
科
学
大
臣
の

諮
問
機
関
と
し
て
宗
教
法
人
法
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
権
限
に
属
さ
れ
た
事
項
を
処
理
す

る
と
と
も
に
、
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
法
の
規

定
に
よ
る
権
限
を
行
使
す
る
に
際
し
留
意
す

べ
き
事
項
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
に
意
見

を
述
べ
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

ま
た
、
当
審
議
会
は
、
宗
教
の
特
性
・
習

慣
な
ど
を
考
慮
し
、
憲
法
に
定
め
る
信
教
の

自
由
を
保
障
す
る
大
き
な
機
能
を
果
た
す
も

の
と
し
、
宗
教
法
人
法
の
支
柱
の
一
つ
を
な

し
て
い
る
。

審
議
会
委
員
は
、
宗
教
界
・
学
識
経
験
者

よ
り
、
二
十
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
。
仏
教

界
を
代
表
し
本
会
か
ら
は
、
三
名
（
石
上
智

康
常
務
理
事
、
小
林
正
道
事
務
総
長
、
長
谷

川
正
浩
顧
問
弁
護
士
）
を
推
薦
し
、
文
部
科

学
大
臣
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
る
。

十
月
一
日
の
審
議
会
で
は
、
宗
教
法
人
の

規
則
変
更
認
証
処
分
に
係
わ
る
審
査
請
求
に

つ
い
て
（
被
包
括
宗
教
法
人
が
包
括
法
人
の

名
称
の
一
部
を
使
用
し
た
ま
ま
包
括
関
係
を

廃
止
す
る
と
い
う
規
則
変
更
）
審
議
さ
れ
、

宗
教
法
人
書
類
提
出
状
況
や
情
報
公
開
法
施

行
状
況
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
た
。

今
後
、
宗
教
法
人
の
様
々
な
問
題
が
審
査

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

◎
宗
教
法
人
審
議
会

本
会
は
毎
年
、
加
盟
団
体
関
係
者
を

対
象
と
し
た
教
化
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

て
参
り
ま
し
た
。

今
回
は
「
寺
院
運
営
に
お
け
る
税
金

の
実
務
と
最
近
の
税
務
の
諸
問
題
」
を

テ
ー
マ
に
、
実
際
に
宗
教
法
人
を
運
営

し
て
い
く
上
で
税
務
に
関
し
て
知
っ
て

お
く
べ
き
こ
と
や
、
来
年
四
月
一
日
よ

り
改
正
さ
れ
る
消
費
税
法
の
内
容
に
つ

い
て
、
ま
た
寺
院
運
営
に
お
け
る
税
務

に
関
わ
る
様
々
な
諸
問
題
に
つ
い
て
分

か
り
易
く
実
例
を
挙
げ
て
検
証
し
て
い

き
ま
す
。

講
師
は
本
会
の
法
律
相
談
室
を
通
じ

て
、
寺
院
住
職
の
視
点
か
ら
問
題
を
考

察
し
て
お
ら
れ
る
長
谷
川
正
浩
先
生

（
本
会
顧
問
弁
護
士
）、
ま
た
税
理
士

と
し
て
宗
教
法
人
の
み
な
ら
ず
税
務
多

方
面
に
造
詣
の
深
い
大
埜
治
仁
先
生
に

お
願
い
し
ま
し
た
。

現
在
寺
院
運
営
に
関
わ
る
皆
様
、
ま

た
今
後
、
寺
院
を
継
承
し
て
行
く
若
手

の
僧
侶
の
皆
様
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上

多
数
ご
参
加
下
さ
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま

す
。 教

化
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
お
知
ら
せ

●
寺
院
運
営
に
お
け
る
税
金
の
実
務

最
近
の
税
務
の
諸
問
題

日
時

十
一
月
二
十
六
日（
水
）

午
後
○
時
半
よ
り

午
後
二
時
四
十
五
分

※
（
昼
食
を
済
ま
せ
て
ご
参
加
下
さ
い
）

会
場

ホ
テ
ル
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
東
京

藤
波
の
間
（
品
川
駅
高
輪
口
正
面
）

東
京
都
港
区
高
輪
三─

十
三─

三

℡
○
三─

三
四
四
五─

六
七
一
一

講
師
・
長
谷
川
正
浩
師

（
本
会
顧
問
弁
護
士
）

・
大
埜
治
仁
先
生

（
税

理

士
）

※
準
備
の
都
合
上

十
一
月
二
十
日（
木
）ま
で
に
出
席
の
人
数

・
氏
名
を
左
記
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い

お
問
合
せ

全
日
本
仏
教
会
社
会
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ

○
三─

三
四
三
七─

九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

○
三─
三
四
三
七─

三
二
六
○

E
m
a
il:in
fo
@
jb
f.n
e
.jp

対
象

全
日
本
仏
教
会
加
盟
団
体
関
係
者

（
財
）日
本
宗
教
連
盟
主
催

第
二
十
回
「
宗
教
と

税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
御
案
内

●「
公
益
法
人
制
度
改
革
の
動
向
と
宗
教
法
人
」

現
在
、
政
府
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い

る
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的
改
革
が
、
ど

の
よ
う
な
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
現
状
を
把
握
し
、
宗
教
法
人
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
影
響
が
予
測
さ
れ
る
の
か
、

そ
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。

◆
日

時

十
一
月
十
八
日（
火
）

十
三
時
三
十
分
〜

◆
会

場

神
社
本
庁

大
講
堂（
二
階
）

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
―
一
―
二

◆
講

演

�
「
公
益
法
人
制
度
改
革
の
現
状
と
今
後

の
展
望
」

講
師

長
屋
聡
氏
（
内
閣
官
房
行
政

改
革
推
進
事
務
局
参
事
官
）

�
「
公
益
法
人
制
度
改
革
の
影
響
と
宗
教

法
人
の
課
題
」

講
師

長
谷
川
正
浩
氏
（
日
本
宗
教

連
盟
参
議
・
全
仏
顧
問
弁
護
士
）

◆
対
象
者

日
本
宗
教
連
盟
関
係
者

（
全
仏
加
盟
団
体
関
係
者
も
対
象
）

◆
参
加
申
込
方
法

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局
（
℡
〇
三
―
三

四
三
七
―
九
二
七
五
）
に
、
お
申
込
下
さ

い
。
尚
、
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

２００３年１１月１日6



●
森
理
事
長
に
最
終
答
申
を
提
出

平
成
十
四
年
度
設
置
の
財
政
検
討
委
員
会

（
瀬
古
眞
隆
委
員
長
）
で
は
、
は
じ
め
に
平

成
十
五
年
度
予
算
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
緊

急
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
進
め
、

中
間
答
申
を
同
年
十
月
二
十
四
日
付
で
森
和

久
理
事
長
宛
提
出
し
、
平
成
十
五
年
二
月
十

二
日
開
催
の
理
事
会
・
評
議
員
会
で
承
認
を

得
た
。
本
委
員
会
で
は
、
引
き
続
き
本
会
の

全
般
に
つ
い
て
、
財
務
と
事
業
の
両
面
か
ら

慎
重
に
検
討
し
、
十
月
三
日
付
森
理
事
長
に

最
終
答
申
を
提
出
し
た
。

十
一
日
▼
税
務
小
委
員
会

▼
法
律
相
談
室

十
二
日
▼
第
十
二
回
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
セ

ミ
ナ
ー
出
席

十
四
・
十
五
日
▼
長
野
県
仏
教
徒
大
会
出
席

十
六
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

十
七
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
宗
教
教
育
推
進
特
別
小
委
員
会

十
八
日
▼
永
平
寺
差
別
戒
名
法
要
参
列

▼
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
千
鳥
ヶ
淵
法

要
参
列

▼
理
事
長
・
事
務
総
長
連
絡
協
議
会

十
九
日
▼
財
政
検
討
正
副
委
員
長
会
議

二
十
五
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
法
律
相
談
室

二
十
六
日
▼L

et's
T
alk
B
uddhisｍ

出
席

三
十
日
▼
ア
ー
ユ
ス
仏
教
国
際
協
力
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
創
立
十
周
年
大
会
出
席

一
日
▼
長
崎
市
仏
教
会
訪
問

二
日
▼
宗
教
法
人
審
議
会
出
席

▼
国
際
仏
教
興
隆
協
会
訪
問

▼
事
務
総
局
局
内
会
議

三
日
▼
財
政
検
討
委
員
会

三
〜
五
日
▼
部
落
解
放
研
究
全
国
集
会
出
席

四
日
▼
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
公
開
講

座
出
席

八
日
▼
「
同
宗
連
」
研
修
会
出
席

九
日
▼
法
相
宗
薬
師
寺
晋
山
式
参
列

▼
真
言
各
派
同
和
研
修
会
出
席

▼
法
律
相
談
室

十
日
▼
同
和
委
員
会

▼
国
際
委
員
会

就
任

評
議
員

寺
村
顕
智
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員

桑
羽
隆
慈
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

退
任

評
議
員

武
田
昭
英
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員

武
田
昭
英
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

和
田
有
玄
師

十
月
二
日
遷
化

八
十
二
歳

高
野
山
真
言
宗
前
管
長

無料法律
相談室
長谷川正浩本会顧問弁護士による、

無料法律相談を毎月第二、第四木曜

日の午後開催しております。本会事

務総局０３（３４３７）９２７５へ事前予約の上

おいで下さい。

お
申
込
み

必
ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
か
ハ
ガ
キ
で
お
申
込
み
下

さ
い
。
希
望
部
数
、
住
所
、
郵
便
番
号
、

連
絡
先
、
一
般
も
し
く
は
寺
院
の
別
も
お

書
き
の
上
お
申
込
み
下
さ
い
。

お
支
払

い
は
、
同
封
の
振
込
用
紙
で
お
振
込
願
い

ま
す
。

（
送
料
・
梱
包
料
は
別
途
請
求
）

お
問
い
合
せ

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
ー
七
ー
四

明
照
会
館
内

全
日
本
仏
教
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
四
三
七
）三
二
六
〇

●
仏
教
ポ
ケ
ッ
ト
カ
ー
ド

○
戒
名
法
名
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

１００枚 １，０００円

ポケットの中に入る、小さなやさ
しい法話カードです。各種の集ま
りや、玄関や受付にて配付頂けれ
ば幸いです。１部 １００円

事
務
総
局
録
事

九
月
（
十
一
〜
三
十
日
）

十
月
（
一
〜
十
日
）

人
事

哀
悼

財
政
検
討
委
員
会
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二
〇
〇
三
年
十
一
月
一
日
発
行

十
一
月
号

第
四
九
三
号

私
た
ち
の
仏
旗
と
法
輪

●
仏
旗
と
法
輪
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

仏
旗
は
、
仏
教
徒
が
お
釈
迦
さ
ま
（
仏

陀
）
の
教
え
を
守
り
、
仏
の
道
を
歩
ん
で

い
く
時
の
大
い
な
る
旗
印
と
な
る
も
の
で

す
。仏

旗
の
色
と
形
に
は
、
仏
陀
が
そ
の
す

ぐ
れ
た
力
を
は
た
ら
か
せ
る
時
、
仏
陀
の

体
か
ら
青
、
黄
、
赤
、
白
、
樺
の
五
色
及

び
輝
き
の
光
を
放
つ
と
『
小
部
経
典
』
と

い
う
お
経
の
中
の
「
無
礙
解
道
」
の
項
に

説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
色

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
て
い

ま
す
。

青
は
仏
陀
の
髪
の
毛
の
色
で
、
心
乱
さ

ず
力
強
く
生
き
抜
く
力
「
禅
定
」
を
表

し
ま
す
。

黄
は
燦
然
と
輝
く
仏
陀
の
身
体
で
、
豊

か
な
姿
で
確
固
と
し
た
揺
る
ぎ
な
い
性

質
「
金
剛
」
を
表
し
ま
す
。

赤
は
仏
陀
の
情
熱
、
ほ
と
ば
し
る
血
液

の
色
で
、
大
い
な
る
慈
悲
の
心
で
人
々

を
救
済
す
る
こ
と
が
止
ま
る
こ
と
の
な

い
働
き
「
精
進
」
を
表
し
ま
す
。

白
は
仏
陀
の
説
法
さ
れ
る
歯
の
色
で
、

清
純
な
お
心
で
諸
々
の
悪
業
や
煩
悩
の

苦
し
み
を
清
め
る「
清
浄
」を
表
し
ま
す
。

樺
は
仏
陀
の
聖
な
る
身
体
を
包
む
袈
裟

の
色
で
、
あ
ら
ゆ
る
侮
辱
や
迫
害
、
誘

惑
な
ど
に
よ
く
耐
え
て
怒
ら
ぬ
「
忍

辱
」
を
あ
ら
わ
し
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
、

ビ
ル
マ
、
日
本
等
の
僧
侶
が
こ
の
色
の

袈
裟
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
縦
と
横
に
重
な
り
合
う
五
色
で
表

さ
れ
る
仏
陀
の
お
姿
と
教
え
が
、
仏
陀
の

道
を
進
む
私
た
ち
を
励
ま
し
て
下
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。

仏
旗
は
、第
一
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
ス
リ
ラ
ン
カ
大
会（
一
九
五

〇
年
）で「
国
際
仏
旗
」
と
し
て
採
択
さ
れ
、
そ
の
後
日
本
で
は
、
第
二
回

全
日
本
仏
教
徒
会
議
永
平
寺
大
会（
一
九
五
四
年
）で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
仏
旗

カラー指定

発
行
人

小
林
正
道

発
行
所

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

電
話
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

U
R
L:http://w

w
w
.jbf.ne.jp/

●
法
輪法

輪
は
お
釈
迦
さ
ま
の

教
え
が
他
に
転
じ
て
伝

わ
る
の
を
輪
に
た
と
え

た
も
の
で
、仏
教
の
象
徴

で
す
。

第38回大阪府佛教徒大会京都府仏教連合会主催
平成15年度仏教講演会 ●徹底討論：少年犯罪と宗教・教育
●講題：われらほとけの子 日 時：１１月１１日（火）

午後３時～
場 所：ホテル日航大阪

（御堂筋線心斎橋駅下車）
対 象：僧侶、一般
参加費：無料
パネリスト：竹内 脩（大阪府教育長）

大村英昭（関西学院大学教授）
北村日照（大阪府保護司会連合会副会長）

コーディネーター：増田貞圓（大阪府仏教会長）

問い合せ：大阪府仏教会
TEL０６（６６７１）３２５９

日 時：１１月８日（土）
１０時３０分より

会 場：浄土真宗本願寺派（西本願寺）
聞法会館３階 多目的ホール

入場料：無料
講 師：ひろ さちや氏

（気象大学２０年勤務の後、現在
大正大学客員教授として勤務）

問い合せ：京都府仏教連合会事務総局
TEL０７５（３７１）５１８１

第2回研修会
仏教NGOネットワーク（BNN）

東京都仏教連合会主催
「成道会の集い」

●仏教と国際協力（国際協力と仏教NGO） お釈迦さまがお悟りをひらいた日です
皆さまとつどいましょう開催日：１２月９日（火）

１３時より
会 場：東大寺 金鐘堂
対象者：寺院関係者

基調講演では、ウィマラ・シロガマ
氏（スリランカ）を招き、仏教によ
る社会活動と国際協力について講演。
参加型ワークショップ、パネルディ
スカッションも予定

問い合せ・申込は
仏教NGOネットワーク
〒１３５‐００２４東京都江東区清澄３‐４‐２２
TEL/FAX０３（３８２０）７３２３

日 時：１２月３日（水） 開演午後１時
会 場：九段会館大ホール

（地下鉄東西線・新宿線
「九段下」駅下車）

講 演：「釈尊の悟りと２１世紀の文明」
～中道と現代～
高瀬廣居師

清 興：桂小金治師匠

入場料：１０００円（全席自由）
※連合会加盟各寺院・当日券あり

問い合せ：東京都仏教連合会事務局
TEL０３‐３６５７‐４５８８

プロセスカラー
C100+M70+Y10

C0+M20+Y100

C0+M100+Y70

C0+M60+Y100

青

黄

赤

白

樺
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